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企業にとっての人権課題

 これまでは「人権・同和問題」

 SDGｓとＥＳＧで人権とSDGｓがマッチング

 企業の人権課題への取組状況を外部評
価

 情報は開示しなければ評価されない

 ビジネスと人権に関する行動計画は企業
の人権課題の評価ポイントを明確化

労働、子どもの権利、消費者の権利、法の
下の平等、外国人問題等
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我々のマレーシア訪問
を報じる地元紙

１９９０年
マレーシア サラワク州
熱帯雨林を守る村を訪問

熱帯雨林を守る闘い＝村人の生活（人権）
を守る闘い

１９９１年 熱帯雨林保護法律家リーグ結成
（Japan Rainforest Protection lawyers‘ 
League）

企業の社会的責任に取り組む背景
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企業の社会的責任の課題に取り組むきっかけ

 日本弁護士連合会

 ビジネスと人権に関するシンポジウム ２００２年

 企業の社会的責任（ＣＳＲ）と内部統制に関する
Project Team 発足 ２００３年

 企業の社会的責任に関するガイドライン

２００７年 ２００９年改定

 企業等の不祥事に関する第三者委員会ガイドライン
２０１０年

 人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス
2015年



ビジネスと人権に関する行動計画の背景

ビジネスと人権に関する指導原則

 2011 年6 月16 日，国際連合人権理事会

 ビジネスと人権に関する指導原則：国際連
合「保護，尊重及び救済」枠組実施のために

（決議A/HRC/17/31, 2011 年3 月21 日）

全会一致で承認

 コンセンサス（全会一致）で承認

(endorse)（最も強い肯定の表現）
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ビジネスと人権に関する行動計画の背景

 ビジネスと人権の指導原則が採択された背景

 国連事務総長 コフィー・アナン 提唱
 「国連グローバル・コンパクト」 （１９９９年）

世界約160カ国で1万3000を超える団体（そのうち企業が約
8,300）（2015年現在）

※ ２０００年 国連特別総会（ミレニアムサミット）
ミレニアム開発目標

 CSR Corporate Social Responsibility
 企業の社会的責任

（２００３年日本 CSR元年）
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グローバル・コンパクト

Global Compact
コフィー・アナン国連事務総長

提唱 (１９９９年）

企業活動と人権とを結びつけ
る企業の自発的なイニシア
ティブ構想

人権の分野

世界人権宣言

労働の分野

国際労働機関（ＩＬＯ）の職場
の権利に関する基本原則

環境の分野

環境と開発に関するリオ原則

腐敗防止
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２０００年ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）
Millennium Development Goals
国連 ２０００年特別総会において決定
２０１５年にむけての具体的数値目標
（目標は掲げたがそれを達成する道筋が描けていなかった）

SDGｓは２０１５年にこの後継として発足
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ビジネスと人権の指導原則の背景
 国連グローバル・コンパクトの普及と、企業にとって
予測可能なリスクとしてのルール(ラギー原則）とさ
れたので、国連人権理事会で承認

 ＣＳＲが国際基準となってグローバルルール化

 途上国の産業はグローバル企業のサプライヤーと
なったので、国際労働基準は途上国にとっても利益

 バイヤーとサプライヤーそれぞれにおいて公正な
ルール構築の必要性

 新興国における人権問題（児童労働・強制労働）の
顕在化
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ビジネスと人権に関する指導原則
一般原則（三つの枠組み）

 人権を擁護する国家の義務(Protect)
 National Action Plans（国別行動計画）

 人権を尊重する企業の責任(Respect) 
 人権デュー・デリジェンス

 効果的救済にアクセスする被害者の権利(Remedy)
 国 司法的救済・非司法的救済

※Human Rights Institute（国家人権機構）

 企業 苦情処理メカニズム

※「人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス（手引）」

日本弁護士連合会 2015.1



「ビジネスと人権に関する指導原則」の根幹

企業が尊重すべき人権ルール（指導原則２３）

 どこで事業をおこなうにしても，適用されるべき法をす
べて遵守(comply)し，国際的に認められた人権を尊
重(respect)する，

相反する要求に直面した場合，国際的に認められた
人権の原則を尊重(honor)する方法を追求する，

 どこで事業をおこなうにしても，重大な人権侵害を引き
起こす又は助長することのリスクを法令遵守の問題
(legal compliance issue)として扱うべきである

指導原則は、すべての企業に適用（一般原則解説）
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「ビジネスと人権に関する指導原則」による変化

 企業の社会的責任におけるパラダイムの転換

 Beyond  Compliance から

 Legal Compliance Issues へ

 指導原則以後の企業の社会的責任

社会貢献

事業活動のありようそのものへ



SDGｓ（Sustainable Development Goals)
持続可能な開発目標
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 2015年国際連合本部 「持続可能な開発サミット」

 「持続可能な開発のための2030アジェンダ」採択

 １７の目標 169のターゲット

（MDGsの目標を達成する道筋を描いた行動計画）



ＳＤＧｓの背景
 License to Operate 操業許可

 「地球環境は有限」
「環境と開発に関する世界委員会」（委員長：ブルントラント・ノ
ルウェー首相（当時）） １９８７年

 「今ある資源は祖先から受け継いだもの
ではない。未来の子供達から預かったも
の」 ＝持続可能性
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E・S・G
国連責任投資原則（ Principles for 

Responsible Investment） （ＰＲＩ）

 2006年国連グローバル・コンパクトと国
連環境計画・金融イニシアティブ（ＵＮＥ
Ｐ・ＦＩ）との共同宣言

機関投資家の意思決定プロセスにＥＳＧ
課題（Ｅ：環境（Environment），Ｓ：社会（
Social），Ｇ：企業統治（Governance））を
受託者責任の範囲内で反映させる
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Ｅ・Ｓ・Ｇ要素とは
Environment（環境）

 環境に関する指標（ＫＰＩ Index）
Ｓｏｃｉａｌ（社会）

 社会に関する指標（ＫＰＩ Index）
Ｇｏｖｅｒｎａｎｃｅ

 ガバナンスに関する指標（ＫＰＩ Index）

※ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）関連リスク対応に
おけるガイダンス（手引）～企業・投資家・金融機関
の協働・対話に向けて～

日本弁護士連合会 2018.8



アセットオーナー
国連 責任投資原則（ＰＲＩ）署名

 2015年 年金積立金管理運用独立行政法
人(GPIF)がPRIへ署名

 2016年 企業年金連合会(PFA) がPRIへ署
名

国連2015年「持続可能な開発(SDGs)サミット」

安倍首相の発言

「日本のＳＤＧｓアジェンダへの具体的な貢献策として
GPIFのPRIへの署名に言及」
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「未来投資戦略2017」2017年6月閣議決定

 「スチュワードシップ・コード及びコーポレ
ートガバナンス・コードのフォローアップ会
議」における議論・検討

 ESG 要素も念頭に置いた中長期的な企業
価値向上に資する開示を含む情報提供や対
話、投資手法の普及・発展
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スチュワードシップ・コード（金融庁・有識者検討会）

 日本版スチュワードシップ・コードである、責任ある機関投資
家の諸原則 （２０１４年）（２０１７年改訂）（２０２０年再改定）

 スチュワードシップ責任

機関投資家が、投資先の企業やその事業環境等に関する理解の外
、運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づく建設的な「目
的を持った対話」（エンゲージメント）などを通じて、当該企業の
企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」
の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任

 把握すべき内容
投資先企業のガバナンス（Governance)、企業戦略、業績、資本構造
、事業におけるリスク・収益機会（社会(Social)・環境問題
(Environment)に関連するものを含む）及びそうしたリスク・収益機
会への対応など、非財務面の事項を含む様々な事項
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一般社団法人機関投資家協働対話フォーラム

企業年金連合会、第一生命保険、三井住友DSア
セットマネジメント、三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント、三菱UFJ信託銀行、明治安田アセットマ
ネジメント、りそなアセットマネジメントの7社が参加

協働対話プログラムによる協働エンゲージメント

長期保有 ＆ Win Winの関係

多様性 ＆ 共通性
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コーポレートガバナンス・コード

東京証券取引所

 コーポレートガバナンス・コード運用開
始(2015年）（2018年改訂）

原則が示され、そのすべてについて実施を
するか、実施しない場合にはその理由を説
明することが求められている。

(Comply or Explain)
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コーポレートガバナンス・コード
基本原則３

 上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、
経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の
非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとと
もに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取
り組むべき

 その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間
で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そ
うした非財務情報（リスク、ガバナンスや社会・環境問題に
関する事項（いわゆるＥＳＧ要素））が、正確で利用者に
とって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるよ
うにすべき
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コーポレートガバナンス・コード

 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

 ２－３ 社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー
を巡る課題

 上場会社は社会(Social)・環境問題(Environment) 
をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡
る課題について、適切な対応を行うべきである。

 ２－４ 女性の活用を含む社内の多様性の確保

 上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映し
た多様な視点や価値観が存在することは、会社の持
続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認
識に立ち、社内における女性の活躍促進を含む多様
性の確保を推進すべきである。
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国際的な人権の課題への理解
 ビジネスと人権に関する指導原則が求めているのは国際人

権の尊重

 SDGｓは、人権条約らの集大成であり、人間、地球及び繁栄
のための行動計画

 あらゆる形態と側面の貧困を撲滅することが最大の地球規
模の課題

⇒持続可能な開発のための不可欠な必要条件

 この内容が国際的な人権の課題

※ SDGsの実現と人権の保護・促進は相互に補強し合い、表
裏一体の関係（行動計画）

 Basic Human ＮｅｅｄはBasic Human Rights



持続可能な開発目標(SDGs)推進本部
（2016年閣議決定）

 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施指針
 「ビジネスと人権」の観点に基づく取組やＥＳＧ投資，社
会貢献債等の民間セクターにおける持続可能性に配
慮した取組は，環境，社会，ガバナンス，人権といった
分野での公的課題の解決に民間セクターが積極的に
関与する上で重要

 ＳＤＧｓを達成するための具体的施策
 「ビジネスと人権」に関する国別行動計画の策定

 ターゲット ８項 包摂的かつ持続可能な経済成長及びす
べての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人
間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進
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行動計画の背景
 ISO２６０００・指導原則などCSR関連規範・規格の
普及

 2013年 ラナ・プラザ縫製工場崩落事件

死者1138人、負傷者2500人以上

 紛争鉱物規制などサプライチェーンCSR関連規制
の導入強化

 非財務情報開示の国際的な流れの拡大

 日本版スチュワードシップコード・コーポレートガバ
ナンスコード導入などを契機とした「責任ある投資」
の要請の高まり



指導原則後の非財務情報の開示の流れ

 ２０１２年：カリフォルニア州サプライチェーン透明化法

小売業・製造業に直接的なサプライチェーンから奴隷制と人身売買を根
絶するために行っている取り組みの開示

 ２０１３年：米国紛争鉱物規制開始

サプライチェーンを通じて紛争鉱物の使用の有無に関する調査・開示

 ２０１５年：英国現代奴隷法採択

サプライチェーンにおける強制労働・人身取引の対処に関する開示

※２０１８年 オーストラリア 現代奴隷法

 ２０１７年 フランス 人権ＤＤ法「企業注意義務法」

大企業に対し子会社及びサプライチェーンの人権ＤＤを義務付

 ２０２０年 オランダ 児童労働ＤＤ法

同国市場に製品やサービスを提供する企業を対象 サプライチェーン上
における児童労働の特定、防止、評価と規制当局への報告を義務付

27



28

投資・金融部門におけるサスティナビ
リティ

エクエーター(赤道）原則

ポジティブ・インパクト金融原則 ２０１７
年

責任銀行原則 ２０１９年
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金融サービス部門におけるサスティ
ナビリティ関連開示規則（SFDR）

 EU ２０２１年３月１０日より適用

 主な開示ルール

①サスティナビリティに有害な影響を与える事象に関す
る会社レベルの開示

②サスティナビリティに有害な影響を与える事象に関す
る金融商品レベルの開示

③その他の主な開示

 開示に必要となるサスティナビリティに対して主
要で有害なインディケーター
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ビジネスと人権に関する行動計画
(National Action Plans)  NAP
 ベースラインスタディ（現状把握調査）

企業活動に関する我が国の法制度や施策等の現
状整理と政府として取り組みうる措置について検討

 諮問委員会、作業部会を設置

行動計画に盛り込む優先分野の特定し行動計画を
策定

 全過程におけるステークホルダーの参画

（経団連、連合、日弁連、市民社会、中小企業等）

 パブリックコメント
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NAPの構成

第１章 行動計画ができるまで（背景及び作業プロセ
ス）

１ はじめに

「ビジネスと人権」に関する国際的な要請の高ま
りと行動計画策定の必要性

２ 行動計画の位置付け

「指導原則」等の国際文書及びSDGｓとの関係

３ 行動計画の策定及び実施を通じ目指すもの

４ 行動計画の策定プロセス
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NAPの構成
第２章 行動計画

１ 行動計画の基本的な考え方（優先分野）

(1)関連する法令、政策等の一貫性を確保、関係省庁間の連携
を強化

(2)企業の「ビジネスと人権」に関する理解の促進（特に中小企
業）

必要な情報に企業がアクセスできる環境の整備

(3)社会全体としての人権に関する理解促進・意識向上

(4)企業内部だけでなく国内外のサプライチェーンにおける人権
尊重の取組

(5)救済措置（司法的救済・非司法的救済）
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NAPの構成
２ 分野別行動計画

(1)横断的事項

＜既存の制度・これまでの取組＞

＜今後行っていく具体的な措置 担当省庁の特定＞

ｱ 労働（ﾃﾞｨｰｾﾝﾄ･ﾜｰｸの促進等)
ｲ 子どもの権利の保護・促進

ｳ 新しい技術の発展に伴う人権

ｴ 消費者の権利・役割

ｵ 法の下の平等（障害者、女性、性的指向・性自認等）

ｶ 外国人材の受け入れ・共生
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NAPの構成

(2)人権を保護する国家の義務に関する取組
＜既存の制度・これまでの取組＞

＜今後行っていく具体的な措置 担当省庁の特定＞

ｱ 公共調達

ｲ 開発協力・開発金融

ｳ 国際場裡における「ビジネスと人権」の推
進・拡大

ｴ 人権教育・啓発
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NAPの構成

(3)人権を尊重する企業の責任を促すための政府によ
る取組

＜既存の制度・これまでの取組＞

＜今後行っていく具体的な措置 担当省庁の特定＞

ｱ 国内外のサプライチェーンにおける取組及び「指
導原則」に基づく人権デュー・デリジェンスの促進

ｲ 中小企業における「ビジネスと人権」への取組に
対する支援
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NAPの構成

(4)救済へのアクセスに関する取組

＜既存の制度・これまでの取組＞

＜今後行っていく具体的な措置 担当省庁の特定＞

司法的救済及び非司法的救済

(5)その他の取組

＜今後行っていく具体的な措置 担当省庁の特定＞

途上国における法制度整備支援

質の高いインフラの推進

第３章 政府から企業への期待表明

第４章 行動計画の実施・見直しに関する枠組み
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企業にとってNAPとは

 これまで日本の企業（ビジネス）にとって
「人権」とは「差別問題」

 NAPの分野別行動計画における横断的

事項は企業における「ビジネスに関わる
人権課題」を提示
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企業にとってNAPとは
NAP 分野別行動計画における横断的事項

 日本の現状でのビジネスと人権に関わる法令、
制度を網羅し、取り組むべき課題を整理

 企業におけるビジネスと人権に関する最低ライ
ンとしての基本的な指針・指標（Basic Index)

 企業はこれを指針・指標（Index）として自己の企

業活動についての人権デュー・ディリジェンスが
行われる必要
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Ｅ・Ｓ・ＧとＮＡＰの関係
 NAPはE・S・GのSocialの課題

 企業は自社（子会社（海外を含む）含む）において
NAPの横断的事項を最低ラインの基本的事項の指針
としてデュー・ディリジェンス

 影響(Leverage)を及ぼしうるサプライ・チェーンにＮＡ

Ｐの横断的事項を最低ラインの基本的事項の指針と
してデュー・ディリジェンス

 企業はこのデュー・ディリジェンスの結果を非財務情
報として開示

 機関投資家はこの開示された非財務情報について、
ＮＡＰの横断的事項が最低ラインの評価ポイント
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NAPと企業のこれからの課題
 NAPの横断的事項はあくまでも企業におけるビ

ジネスと人権に関する最低ラインとしての基本
的な指針・指標（Basic Index)

 ビジネスと人権は、サプライチェーンへの取組を
求めており、サプライチェーンにおけるＮＡＰの横
断的事項の実施のデュー・ディリジェンスの必要
性

 「指導原則」ならびにSDGｓはＮＡＰ（現状の法令、
制度、取組）を超える課題（国際人権）を提起

 救済措置（Grievance Mechanism）の構築
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Ｅ・Ｓ・ＧのG（ガバナンス）の課題とＮ
ＡＰ

 ビジネスと人権の実施には企業トップの意識
が重要（指導原則 基本方針の策定）

 第３章 人権尊重責任を果たす３つの課題はガ
バナンスの課題

①人権方針の策定

②人権デュー・デリジェンスの実施

③救済メカニズムの構築



トップのコミットメント（方針）の重要性

 経営トップの国際的な人権基準を尊重する
とのコミットメント

 国際人権そのものについての理解
 企業全般にわたって実施できる部署による
責任体制を構築

 企業活動と国際人権との関連性（直接・加担
）の検証（ﾏﾙﾁｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ・ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ）

 検証に基づくポリシー検討 → 方針策定
※（人権方針の要件 ガイダンス２８頁）
※（参考 影響評価の方法論 ガイダンス３

５頁）
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SDGｓとNAP 金融業界の課題
 ＥＳＧ融資

金融機関のESGに配慮した責任ある融資
例 ESG要素に考慮した事業性評価融資、再生エネルギー

事業、省エネルギー事業、リサイクル事業、女性活躍、働き
方改革

※ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）関連リスク対応におけるガイダンス（手
引）

 SDGｓ 地方創生ＳＤＧｓ金融調査・研究会
地方創生ＳＤＧｓに取り組む地域事業者とその取組に対して
積極的支援を行う地域金融機関を地方公共団体がつなぎ、
自律的好循環の形成
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ご清聴ありがとうございました。

 本発表に関するお問い合わせは，下記まで。

 弁護士 齊藤 誠（弁護士法人斉藤法律事務所）

 電話：０３－３５４７－１２２２ ＦＡＸ：０３－３５４７－１２２３

 E-mail： saito@saitolaw.or.jp
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